
《児童の服装について》 
 

基
準
服 

夏期 

 

○カッターシャツ, ブラウス,または白のポロシャツ 

（すそはズボンやスカートの中に入れる） 

○半ズボン，プリーツスカート（いずれも紺色） 

※アンダーシャツを衛生面，自己防衛面の観点から着用しましょう。 

※熱中症対策で使用してよいもの 

・日がさ（安全に配慮し，登校班に迷惑がかからないようにすること） 

冬期 

○上着（紺色，襟なし） 

○カッターシャツ, ブラウス,または白のポロシャツ 

○半ズボンまたはジャージ（黒や紺系，ナイロン地のものは不可），プリーツスカート（紺色） 

※防寒用に，体調に合わせて着用（使用）してもよいもの。 

※１１月から３月末に，着用しても良いもの。 

 ・カーデガン，ベスト，セーター（紺，灰色，黒，白） 

 ・手袋（校内では不可） 

・カイロ（外から見えないようにする） 

・マフラー（登下校は可，校内は不可) 

・ネックウォーマー（登下校は可，ただし口や鼻までは隠さない。校内は不可） 

・ジャンパー (登下校は可，校内は不可） 

※耳あては交通安全上の理由から使用不可。 

※上着を脱いでセーターなどだけで学校内で生活しない。登下校も不可。 

※始業式，修了式，卒業式等では基準服を着用しましょう。 

※その他，体調がすぐれない場合はご相談ください。 

体
操
時

の
服
装 

○白の体操シャツ（襟あり） 

○紺のクオーターパンツ 

○赤白帽子 

帽子 ○黄色の前つばキャップまたは丸つばハット 

靴 ○白（形や靴底の高さが運動に適したもの）※かかとの部分に記名する。 

ソックス ○ワンポイントのない白のソックス（膝より上は不可） 

名札 ○学校で購入(６０円)し，左胸につける 。※体操服用（５０円） 

※転入児童は，前の学校のものを使用してもよい。 

 

《児童の頭髪について》 
〇学習活動や運動等の教育活動に妨げとならない 

清潔かつ自然な髪型や長さとする。 

（小学生としてふさわしい髪型） 

 

○不自然な髪型 

（染色，脱色，そり込み，ツーブロック，ソフトモヒカン，髪を立てる，部分的なカット，部分的にすくカット

等）の場合，児童に指導の上，保護者とも連携し改善を図ります。 

 前髪  目にかからない。 

    （目にかかる場合は１～２本のピンでとめる。） 

     パッチンタイプのピンも可。 

 後ろ髪 えりにかからないようにする。 

     肩についたら結ぶ。 

 

衛生面から，座った時に床に髪がつかない長さにする。 


